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☆特許庁人事異動 ……………………………… ⑺

１．はじめに
　前回まで（本連載第２〜４回）、必須特許を巡る
裁判例における実施料算定のアプローチを体系的に
整理し、ライセンス交渉におけるトップダウンア
プローチおよび比較ライセンスアプローチによる具
体的な実施料の算定について説明してきた。そこで、

今回は、必須特許のライセンス交渉を進めるに際し
て、どのような手順と態度で相手と交渉（主張・反
論）していくのが望ましいかを考察する。
　特許庁の「標準必須特許のライセンス交渉に関す
る手引き」には標準必須特許（以下、必須特許）の
ライセンス交渉の全貌が解説されているが1,2,3、本稿
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